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「全国中小小売商サミット」開催される

メインテーマは『「まちづくり三法」の抜本的見直しを！』

－全振連ほか全国中小小売商13団体－

全国商店街振興組合連合会（全振連）、全日本商店街連合会（全商連）な

ど全国の中小小売商13団体の首脳が一堂に会して、12月１・２日に第９回

「全国中小小売商サミット」を開催した。（協賛・全国中小企業団体中央会

ほか）今回は、『「まちづくり三法」の抜本的見直しを！』をメインテーマ

とし、q実効性のある景気対策を！、w中小小売店、商店街等対策の大幅

な拡充を！等の宣言を採択し、桑島俊彦実行委員長（全振連理事長）が宣

言書を内閣総理大臣、関係先議員、関係省庁等に手交した。――採択され

た宣言は次のとおり。

宣　　　言

我々は、まち、商店街の活力の源であ

る中小小売店の繁栄、ひいては中心市街

地の活性化への方途を探るとともに、地

域社会の発展と人々の暮らしの豊かさを

求め本年もここに会した。

我が国経済は、景気に明るさが出て来

たと言われるが、個人消費は依然として

低迷しており、金融システムの不安など

厳しい経済環境の中にあって、地域の商

店街等に景気回復の実感はない。

このような状況のもと、郊外型大型店

や専門量販店との激烈な競争、業態間、

地域間競争の激化、大型核店舗の撤退等

を要因とする中心市街地の空洞化等によ

り、商店街等地域の中小小売商は未曾有

の危機にさらされている。

中心市街地の活性化を目的に制定され

た「まちづくり三法」は６年を経過した

が、期待された効果は得られず、全国の

中心市街地は活性化するどころか、三法

制定時より一段と空洞化が進んでいる。

行き過ぎた市場主義は、地域の伝統や文

化の継承を困難にするなど地域コミュニ

ティの崩壊、また、治安や青少年問題、

高齢者の生活の不便をもたらすなど様々

な社会問題を惹起させており、さらに、
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大規模な農地転用や無秩序な郊外開発等

によって、良好な農地や田園景観が失わ

れるなど地域社会に大きな影響を与えて

いる。

地域に根ざした我々中小小売商は、今

後とも「まちづくり」に積極的に取り組

み、地域社会の一員としての役割を担っ

ていくことを再認識することが肝要であ

る。そのためには、現在審議されている

「まちづくり三法」を抜本的に見直し、

中心市街地の活性化はただ単に地域商業

の活性化の視点だけでとらえることな

く、地域社会の問題として位置付けるこ

とが必要であり、それを踏まえた対応が

求められているのである。

我々全国の中小小売商は、この厳しい

状況を克服し、地域の発展や景気浮揚の

一翼を担うべく努力を傾注しているとこ

ろであるが、政府に対しては、一刻も早

い景気回復の実現と実効ある中小小売商

業対策を講ずるようここに強く要望する

ものである。

１．実効性のある景気対策を！

政府は引続き構造改革を強力に推進す

るとともに、財政、税制、金融のあらゆ

る手法を用い、デフレ脱却に重点を置い

た大胆な政策運営と景気浮揚策を講ずる

必要がある。

このため、本年度においては、予算の

円滑な執行はもちろんのこと、平成17年

度予算については、これまでの枠にとら

われず、中小小売業、特に個店支援を重

視した政策を講ずること。

２．中小小売店、商店街等対策の大幅な

拡充を！

元気な個店なくして商店街等の発展は

なく、元気な商店街等なくして「まち」

の賑わいはないことから、個店の活性化

として、経営力強化のためのマーケティ

ング手法の導入、業種、業態転換の促進、

VC等チェーン組織への加盟、業種別協

同組合の組織強化のための各種支援、経

営コンサル等による長期指導、また、経

営革新を行う際の経費補助と金融、税制

面での支援等、さらには、商店街等の活

性化策として、商店街マネージメントの

推進、商店街等新陳代謝（業種構成の見

直し、魅力ある店舗、施設等の誘致等）

の促進、分散店舗の集約化と商店街の連

合、合併の促進、加えて、交通アクセス

の整備等に係るきめ細かな、かつ手厚い

支援策を大幅に拡充すること。

以上が、当面する要望事項であるが、

我々商店街等全国の中小小売商は、この

厳しい経営環境の中、自らの店、商店街、

まちの将来に大きな不安を抱いている。

元気で、輝くがあり、賑わいのある店、
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商店街、まちを取り戻すために、我々は

自らを信じ、新たな発想のもと、地域と

一体になり、目的完遂まで積極果敢に行

動していかなければならない。

我々は、本日ここに『「まちづくり三

法」の抜本的見直しを！』をメインテー

マに２つのスローガンを掲げた。幾多の

障壁、困難があろうとも、この要求項目

の実現に向け総力を挙げ邁進することを

宣言する。

平成16年12月１日

第９回全国中小小売商サミット

海外見本市「MTA2005」出展のご案内

東京都では、海外での販路拡大に意欲のある企業を支援するため、シンガポールで開催され
るアジア最大の総合工作見本市「MTA2005」メタルアジア展に下記のとおり参加します。
出展を希望される方は、「MTA2005」出展申込書にご記入の上、6東京産業貿易協会ま

でご連絡をお願い致します。（出展申込書は、6東京産業貿易協会HPよりダウンロード可。）

「MTA2005」メタルアジア展出展募集要綱

１．名　　称 「MTA2005」メタルアジア展
シンガポール総合工作機械・金属加工機械見本市
（メトロロジー2005、アウトソースサブコン2005同時開催）

２．会　　期 2005年５月10日c ～　14日g ５日間
３．主 催 者 シンガポール・エキシビション・サービス社
４．会　　場 シンガポール　エキスポ
５．出展募集規模 10小間　90㎡　（10社程度）
６．出展資格 東京都内の中小企業またはそれらの団体等

但し、申込み多数の場合、新規申込企業を優先するなど選考させてい
ただきます。

７．出展対象品目 工作機械、金属加工機械、金型関連機器、工業用計測機器など
（現物出品を原則とし、部品を含む。）

８．出 展 料 無料（東京都が負担）
９．自己負担 輸送費、保険、社員派遣費用、特別装飾費等
10．出展申込期限 2005年１月31日b
11．そ の 他 ＊出展期間中、社員を派遣し商談を行えるようにしてください。

【連絡先】 ☆　社団法人　東京産業貿易協会 （担当：青野、宮田）
〒105-0022 東京都港区海岸１－７－８
東京都立産業貿易センター浜松町館　２階
電　　話：03（3438）2027
ファックス：03（3434）4668
Eメール：trade@trade-tokyo.jp
U R L：http://www.tokyo-trade-tokyo.or.jp/

☆　東京都産業労働局商工部経営革新課市場開拓支援係
電　　話：03（5320）4798
ファックス：03（5388）1485


